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〇新計画にかかる補足資料

・新計画 ２頁
壬申地券字引絵図とは

・新計画 ３頁
特定歴史公文書とは

管理受任文書とは

 歴史資料として重要な公文書のうち、実施機関での保存期間満了後に、文書館へ移管された

もの。

 実施機関での保存期間が満了していない文書のうち、管理を実施機関から文書館に委任され

たもの。

明治５年（1873）明治政府によって地券の作成交付が命ぜられました（壬申地券）。その際、

各村ごとに提出させたのが「地引絵図」でした。文書館には約１２００枚の地引絵図が残され

ています。




